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学
校
教
育
課　

☎
65
‐
１
３
０
１　
　

65
‐
１
３
０
６

平
成
31
年
度

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
」
利
用
者
募
集

▼
対
象
児
童

　

保
護
者
が
仕
事
な
ど
で
昼
間
不
在

と
な
る
た
め
、
家
庭
で
の
養
育
が
困

難
な
小
学
生
の
児
童
（
６
年
生
ま
で
受

け
入
れ
が
可
能
に
な
り
ま
す
）。

▼
開
設
時
間

◦
授
業
の
あ
る
日
…
授
業
終
了
後
～

　

18
時

◦
学
校
が
休
み
の
日
（
土
曜
日
、
学

　

校
行
事
の
繰
替
休
業
日
、
春
・
夏
・

　

冬
休
み
）
…
８
時
～
18
時

▼
休
日

　

日
曜
日
、
祝
休
日
、
12
月
29
日
～

　

１
月
３
日
、
そ
の
他
、
特
別
な
事

　

情
に
よ
り
休
業
す
る
場
合
あ
り
。

▼
実
費
徴
収
金

　

１
カ
月
３
千
円
（
８
月
は
６
千
円
）

※
実
費
徴
収
金
に
は
、
お
や
つ
代
な

　

ど
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

※
月
の
15
日
以
前
に
入
会
、
ま
た
は

　

16
日
以
降
に
退
会
す
る
場
合
は
１

　

月
分
、
月
の
16
日
以
降
に
入
会
、

　

ま
た
は
15
日
以
前
に
退
会
す
る
場

　

合
は
半
月
分
が
必
要
で
す
。

※
退
会
・
休
会
時
は
、
必
ず
事
前
に

　

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
実
費
徴
収
金
免
除
制
度
を
設
け
て

　

い
ま
す
（
お
や
つ
代
な
ど
は
必
要
）。

　

生
活
保
護
や
、就
学
援
助
受
給
（
予

　

定
）
世
帯
で
、
制
度
を
利
用
す
る

　

場
合
は
、
免
除
申
請
を
し
て
く
だ

　

さ
い
。

▼
申
込
方
法

　

２
月
１
日
㈮
～
２
月
28
日
㈭
ま
で

に
入
会
を
希
望
す
る
児
童
ク
ラ
ブ
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

放課後児童クラブの名称および場所など
名　称 開設場所 対象校区 連絡先

川 

西 

地 

区

なかよしクラブ 新居浜小学校内 新居浜校区 080-2995-8014
たんぽぽクラブ１
たんぽぽクラブ２ 金栄小学校内 金栄校区 080-2995-8015

080-1993-5737
すみれクラブ 宮西小学校内 宮西校区 080-2995-8020
のぞみクラブ 惣開小学校内 惣開校区 080-2995-8021
かがやきクラブ１
かがやきクラブ２ 金子小学校内 金子校区 080-2995-8025

080-2995-8026

上 

部 

地 

区

ひかりクラブ１
ひかりクラブ２
ひかりクラブ３

中萩小学校内 中萩校区
080-2995-8013
080-2980-5855
090-6888-2930

きりんクラブ 上部児童センター内 中萩校区 090-8979-7062
こばとクラブ１
こばとクラブ２
こばとクラブ３

角野小学校内 角野校区
080-2995-8016
080-1996-9865
090-4333-0875

うずいクラブ 大生院小学校内 大生院校区 080-2995-8017
かぶとクラブ１
かぶとクラブ２ 船木小学校内 船木校区 080-2995-8018

080-2995-8024
ぱんだクラブ１
ぱんだクラブ２ 泉川小学校内 泉川校区 080-2995-8023

080-1997-1077

川 

東 

地 

区

たねっこクラブ１
たねっこクラブ２ 高津小学校内 高津校区 080-2995-8011

080-2995-8012
あひるクラブ１
あひるクラブ２ 神郷小学校内 神郷校区 080-2995-8019

080-1993-5735
ひまわりクラブ 垣生小学校内 垣生校区 090-7628-6380
あじさいクラブ 多喜浜小学校内 多喜浜校区 080-2995-8022
ぴかっこクラブ 川東児童センター内 浮島校区 090-8979-6951

【民間の放課後児童クラブのご案内】

名　称　ともだちパーク
場　所　多喜浜一丁目２番 16 号　
　　　　コミュニティハウス三恵内
対　象　小学生の児童
その他　利用料金などの詳細は施設　
　　　　までお問い合わせください。
問い合わせ　ともだちパーク　　　　

　　      ☎ 46 - 4545

　

受
付
時
間

　

平
日
…
14
時
～
17
時
30
分

　

土
曜
日
…
８
時
30
分
～
17
時
30
分

▼
提
出
書
類

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
申
込
書
、
雇

用
証
明
書
、
家
庭
状
況
（
自
営
業
、

介
護
な
ど
）
証
明
書
、
実
費
徴
収
金

免
除
申
請
書
な
ど
。

※
申
込
書
は
各
児
童
ク
ラ
ブ
お
よ
び

　

学
校
教
育
課
（
市
役
所
５
階
）
に

　

用
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

※
家
庭
状
況
に
よ
り
提
出
書
類
が
異

　

な
り
ま
す
。
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　４月から指定管理者制度を継続し、または新たに導
入する公の施設の指定管理者が決まりました。
　指定管理者制度は、公の施設の管理について民間
事業者の活力や能力を生かし、住民サービスの向上と
管理経費の節減などを図ることを目的としています。

　指定管理者候補者選定委員会の審査を経て候補者
を選定し、平成 30 年第５回市議会定例会で議会の
議決を受け、次の通り指定管理者を指定しましたので
お知らせします。

施設の名称 指定管理者に指定した団体 指定の期間 施設担当課
（問い合わせ先）

新居浜市総合福祉センター
新居浜市総合福祉センター別子山分館

高木町２番 60 号
社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会　
会長　小野　正師

Ｈ 31.4.1から５年間
（2019.4.1 ～ 2024.3.31）

地域福祉課
☎ 65 - 1237

新居浜市障がい者福祉センター
高木町２番 60 号
社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会　
会長　小野　正師

Ｈ 31.4.1から５年間
（2019.4.1 ～ 2024.3.31）

地域福祉課
☎ 65 - 1237

新居浜市立女性センター
新居浜市立働く婦人の家

繁本町８番 65 号
公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団
代表理事　石川　純男

Ｈ 31.4.1から５年間
（2019.4.1 ～ 2024.3.31）

男女共同参画課
☎ 65 - 1233

新居浜市観光交流施設
新居浜市東平歴史資料館
新居浜市東平マイン工房

立川町 707 番地の３
株式会社マイントピア別子
代表取締役　石川　勝行

Ｈ 31.4.1から５年間
（2019.4.1 ～ 2024.3.31）

運輸観光課
☎ 65 - 1261

南小松原団地ほか 40 団地

広島県広島市中区大手町五丁目３番 12 号
新居浜市営住宅管理グループ
代表者 株式会社第一ビルサービス
代表取締役　杉川　聡

Ｈ 31.4.1から３年間
（2019.4.1 ～ 2022.3.31）

建築住宅課
☎ 65 - 1277

新居浜市別子山市民グラウンド
新居浜市別子山市民プール

別子山甲 345 番地
別子山企業組合　
代表理事　和田　輝世伸

Ｈ 31.4.1から５年間
（2019.4.1 ～ 2024.3.31）

スポーツ振興課
☎ 65 - 1303

新居浜市市民文化センター
新居浜市文化振興会館
新居浜市営サッカー場
新居浜市営野球場
新居浜市山根市民グラウンド
新居浜市市民テニスコート
新居浜市山根公園テニスコート
新居浜市東雲市民プール
新居浜市山根公園屋内プール
新居浜市武徳殿
新居浜市弓道場
新居浜市重量挙練習場
新居浜市市民体育館
新居浜市山根総合体育館
新居浜市多喜浜体育館
新居浜市東雲競技場
新居浜公園
山根公園

繁本町８番 65 号
公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団
代表理事　石川　純男

Ｈ 31.4.1から５年間
（2019.4.1 ～ 2024.3.31）

文化振興課
☎ 65 - 1554

スポーツ振興課
☎ 65 - 1303

都市計画課
☎ 65 - 1270

公の施設の指定管理者が決まりました（平成 30 年第 5 回市議会議決分）
 総務課　☎ 65‒1212　　65‒1216
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都
市
計
画
法
（
昭
和
43
年
法
律
第

100
号
）
第
21
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
通
り
都
市
計
画
の
変
更

案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
地
区

　

大
生
院
・
萩
生
地
区
の
一
部
（
特

　

定
用
途
制
限
地
域
の
変
更
）

▼
縦
覧
期
間

　

２
月
４
日
㈪
～
２
月
19
日
㈫
（
執

　

務
時
間
内
）

▼
縦
覧
場
所

　

都
市
計
画
課
（
市
役
所
４
階
）

▼
そ
の
他

　

都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
意

見
の
あ
る
人
は
、
住
所
、
氏
名
を
記

載
の
上
、
縦
覧
期
間
終
了
の
日
ま
で

に
市
長
宛
て
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
意
見
書
の
様
式

は
任
意
で
す
）。

※
船
木
地
区
に
つ
い
て
は
、
説
明
会

　

で
の
意
見
を
考
慮
し
、
今
回
の
変

　

更
を
見
送
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

パブリックコメントは、市が行う重要施策の立案に当たり、その目的、内容などを
公表し、広く市民の皆さんの意見などを求める制度です。

意見を募集する計画（案）など

①新居浜市自殺対策計
画（案）

② 第 2 次 環 境 基 本
計画及び環境保全行
動計画の中間見直し

（案）

③新居浜市水道事業経
営戦略（案）

④新居浜市文化芸術振
興計画（案）

内容

自殺対策の基本方針や目
標、取り組み内容などの
方策を定めた計画（案）
についての意見募集

第 2 次環境基本計画お
よび環境保全行動計画
の中間見直し（案）に
ついての意見募集

今後 10 年間の水道事業
経営の基本計画となる、
水道事業経営戦略（案）
についての意見募集

文化芸術振興をより総合
的、効果的に推進するた
めの指針となる計画（案）
についての意見募集

   計画（案）、
   参考資料など
   の公表期間

２月   ８日㈮
                    ～

３月   ７日㈭

２月   ８日㈮
                    ～

２月 28日㈭

２月   ８日㈮
                    ～

３月   ７日㈭

２月   ８日㈮
                    ～

２月 28日㈭

提出期限
（必着） ３月   ７日㈭ ２月 28日㈭ ３月   ７日㈭ ２月 28日㈭

公表場所
（担当課） 保健センター 環境保全課

（市役所２階）
水道総務課

（水道局１階）
文化振興課

（市役所５階）

その他
公表場所

①～④共通：市役所（〔１階〕総合案内、〔３階〕行政資料室）、　各支所、市ホームページ
上記に加え①④は総合福祉センター、ウイメンズプラザ　

①③④は各公民館　④はあかがねミュージアム、市民文化センターでも閲覧可

意見提出方法 住所、氏名、（案）に対する意見を用紙（様式自由）　に記入し、郵送、ＦＡＸ、
電子メールまたは直接担当課まで提出してください。   　　　

提出先

〒 792-0811
保健センター

hoken@city.niihama.lg.jp
☎ 35-1070

37-4380

〒 792-8585
環境保全課

hozen@city.niihama.lg.jp
☎ 65-1512

65-1255

〒 792-8585
水道総務課

suidousoumu@city.niihama.lg.jp
☎ 65-1330

65-1335

〒 792-8585
文化振興課

bunka@city.niihama.lg.jp
☎ 65-1554

65-1306

パブリックコメント（皆さんの意見）を募集します

都
市
計
画
変
更
案
の

縦
覧
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
課　

☎
65
‐
１
２
７
０

                               　

65
‐
１
２
７
６
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①
全
部
の
区
域

外
山
町
、
郷
三
丁
目
、
神
郷
一
丁
目
、

楠
崎
一
丁
目

②
一
部
の
区
域

星
原
町
、
岸
の
上
町
二
丁
目
、
郷
四

丁
目
、
又
野
一
・
三
丁
目
、
多
喜
浜
一
・

四
・
五
丁
目
、
萩
生

▼
都
市
計
画
税
と
は
…
都
市
計
画
税

　

は
、
都
市
計
画
事
業
ま
た
は
土
地

　

区
画
整
理
事
業
の
費
用
に
充
て
る

　

た
め
、
目
的
税
と
し
て
課
さ
れ
て

　

い
る
地
方
税
で
、
固
定
資
産
税
と

　

同
様
に
１
月
１
日
現
在
の
土
地
、

　

家
屋
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
　

税
額
は
、
固
定
資
産
評
価
額
を

　

も
と
に
都
市
計
画
税
課
税
標
準
額

　

を
計
算
し
、
そ
の
額
に
税
率
（
０
・

　

28
％
）
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
す
。

▼
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
る

　

資
産
と
は
…

・
都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
用
途
地

　

域
（
旧
市
街
化
区
域
）
に
所
在
す

　

る
土
地
お
よ
び
家
屋

・
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
内
に

　

所
在
す
る
土
地
お
よ
び
家
屋

▼
問
い
合
わ
せ

◆
課
税
内
容
に
つ
い
て

　

資
産
税
課        

☎
65
‐
１
２
２
５

◆
下
水
道
事
業
に
つ
い
て

　

下
水
道
管
理
課 

☎
65
‐
１
２
８
０

　

下
水
道
建
設
課 

☎
65
‐
１
２
８
１

新
た
に
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
る
区
域
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
３
月
の
新
居
浜
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
の
変
更
に
伴
い
、

平
成
31
年
度
か
ら
は
、
次
の
地
域
に
お
い
て
新
た
に
都
市
計
画
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

秘
書
広
報
課　

☎
65
‐
１
２
５
１　
　

65
‐
１
２
１
７

▼
市
政
だ
よ
り

発
行
部
数　

毎
月
約
４
万
３
千
部

掲
載
期
間　

５
月
号
～
平
成
32
年
４

月
号

掲
載
位
置　

①
「
裏
表
紙
」
の
下
部
、

②
「
中
ペ
ー
ジ
」
の
最
下
段
1
カ
所

（
市
が
指
定
す
る
面
）

▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

種
類　

バ
ナ
ー
広
告

掲
載
期
間　

４
月
１
日
～
平
成
32
年

３
月
31
日
（
１
カ
月
単
位
、
複
数
月

掲
載
可
）

掲
載
位
置

○
Ｐ
Ｃ
サ
イ
ト

　

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
下
部

（
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
広
告
。
ペ
ー
ジ

下
部
に
表
示
し
、
ス
ク
ロ
ー
ル
に
追

従
し
て
移
動
し
ま
す
。）

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
サ
イ
ト

　

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
最
下
部

▼
共
通
事
項

　

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
、
掲
載
料
な
ど
の
問
い

合
わ
せ
は
広
告
代
理
店
（
一
般
競
争

入
札
で
決
定
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

◆
平
成
31
年
度
広
告
代
理
店

　

ソ
ネ
デ
ザ
イ
ン
ス
タ
ジ
オ

　
（
新
須
賀
町
二
丁
目
８
番
８
号
）

　

☎
33
‐
５
７
２
１

　

uta@
kje.biglobe.ne.jp

市
政
だ
よ
り
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
広
告
を
募
集
し
ま
す
！

　

市
で
は
、
財
源
確
保
、
地
域
経
済
の
活
性
化
な
ど
を
図
る
た
め
広
告
事
業
を

実
施
し
て
お
り
、
次
の
通
り
広
告
（
有
料
）
の
募
集
を
行
い
ま
す
。

ホームページ広告掲載欄

■対象となるエリア
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市
で
は
、
身
元
調
査
お
断
り
運
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

身
元
調
査
と
は
、
本
人
に
関
す
る

情
報
を
調
査
会
社
に
依
頼
し
た
り
、

知
人
な
ど
に
「
聞
き
合
わ
せ
」
し
た

り
し
て
、
本
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ

で
調
べ
る
こ
と
で
す
。

　

身
元
調
査
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
差
別
を
防
ぐ
た
め
、
身
元
調
査

を
「
し
な
い
・
さ
せ
な
い
・
協
力
し

な
い
」
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

人
権
の
窓

人
権
擁
護
課　

☎
65
‐
１
２
４
３　
　

65
‐
１
３
０
６

　
「
人
権
」と
は
、「
人
が
幸
せ
に
生
き
る
権
利
」で
す
。
一
人
一
人
の
大
切
な「
人

権
」
が
尊
重
さ
れ
る
新
居
浜
市
を
み
ん
な
で
共
に
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

地
域
の
国
際
化
推
進
、
市
内
に
暮

ら
す
外
国
人
の
生
活
支
援
な
ど
を
目

的
に
、
新
居
浜
市
国
際
交
流
協
会
が

誕
生
し
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
各
種
団
体
、
地

域
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
な
が
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
化
、
風
習
を
背
景
に
持

つ
人
々
が
、
お
互
い
を
理
解
し
、
認

め
合
い
、
共
に
暮
ら
す
多
文
化
共
生

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

国
際
交
流
協
会
で
は
、
４
月
の
協

会
発
足
に
向
け
て
、
会
員
と
し
て
協

力
い
た
だ
け
る
団
体
、
個
人
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

▼
協
会
の
主
な
活
動

・
国
際
化
に
関
す
る
情
報
収
集
、
情

　

報
発
信

・
外
国
人
の
生
活
支
援
、
コ
ミ
ュ
ニ

　

ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

・
地
域
の
国
際
化
の
た
め
の
日
本
人

　

向
け
啓
発
事
業　
　
　

新
居
浜
市
国
際
交
流
協
会
が
誕
生
し
ま
す
（
会
員
募
集
）

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課　

☎
65
‐
１
２
１
８　
　

65
‐
１
２
５
５

・
国
際
交
流
、
異
文
化
理
解
の
促
進

・
各
種
相
談
窓
口　

な
ど

▼
会
員
に
つ
い
て

◆
個
人

・
国
際
交
流
に
興
味
が
あ
る
人

・
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
貢
献

　

し
た
い
人

・
他
の
国
の
文
化
な
ど
に
つ
い
て
学

　

び
た
い
人

◆
団
体
・
企
業

・
国
際
交
流
に
関
す
る
活
動
を
行
っ

　

て
い
る
団
体

・
外
国
人
を
受
け
入
れ
て
い
る
企
業
、

　

事
業
所

・
海
外
と
の
交
流
を
持
ち
た
い
団　

　

体
、
企
業

会
員
特
典

・
協
会
主
催
の
事
業
、
イ
ベ
ン
ト
に

　

優
先
的
に
参
加
で
き
ま
す

・
定
期
的
に
会
報
を
お
届
け
し
ま
す

・
国
際
交
流
に
関
す
る
個
人
・
団
体

　

の
活
動
を
支
援
し
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

詳
細
に
つ
い
て
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

chiiki@
city.niiham

a.lg.jp

日
時　

２
月
９
日
㈯

開
場
13
時
、
開
演
13
時
30
分

場
所　

市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
中
ホ
ー
ル

内
容　

【
一
部
】「
差
別
と
の
闘
い
か
ら
学
ん

だ
こ
と
」
人
権
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

実
施
報
告
（
新
居
浜
商
業
高
等
学
校
）

な
ど

【
二
部
】
講
演
「
あ
き
ら
め
な
い
心
」

講
師　

伊
藤
真
波
（
日
本
初
の
義
手

看
護
師
、
北
京
・
ロ
ン
ド
ン
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
泳
日
本
代
表
）

入
場
料　

無
料

【講師】伊藤真波さん

身元調査お断りステッカー

　

ふ
れ
愛
フ
ェ
ス
タ

　

～
ハ
ー
ト
Ｆ
Ｕ
Ｌ
Ｌ
新
居
浜
～　

　
　
　
　
　
　
　
　

   

を
開
催
し
ま
す

身
元
調
査
お
断
り
！


